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和歌山市告示第２０５号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定により、地縁による団体の告示

された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定により、次のとおり告示する。 

令和６年５月２日  

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 （登載省略） 

                                    （令和６年５月２日掲示済）
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和歌山市告示第２０６号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定により、地縁による団体の告示

された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定により、次のとおり告示する。 

令和６年５月２日  

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 （登載省略） 

（令和６年５月２日掲示済）  
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和歌山市告示第２０７号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定により、地縁による団体の告示

された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定により、次のとおり告示する。 

令和６年５月２日  

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 （登載省略） 

（令和６年５月２日掲示済）  
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和歌山市告示第２０８号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定により、地縁による団体の告示

された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定により、次のとおり告示する。 

令和６年５月２日  

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 （登載省略） 

（令和６年５月２日掲示済）  
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和歌山市告示第２０９号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第９条第２項の規定に基づき、放置禁

止区域内に放置されていた自転車等を移動し、保管したので、同条例第１０条第１項の規定により告示する。 

令和６年５月８日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 放置されていた場所及び移動し、保管した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 

ＪＲ和歌山駅中央口周辺自転車等放置禁止区域 令和６年４月２０日、同月２３日、同月２６日及び

同月３０日 

ＪＲ和歌山駅東口周辺自転車等放置禁止区域 令和６年４月１８日 

ＪＲ六十谷駅前周辺自転車等放置禁止区域 令和６年４月１８日 

南海和歌山市駅前周辺自転車等放置禁止区域 令和６年４月１６日 

南海和歌山大学前駅周辺自転車等放置禁止区域 令和６年４月１６日 

２ 移動し、保管した理由 

  和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例第９条第２項に該当したため 

３ 保管場所 

  名 称 紀和駅前自転車等保管所 

 所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電 話 ４２２－４１００ 

４ 返還を受けるために必要なもの 

（１）自転車等の鍵 

（２）住所及び氏名を確認できるもの 

（３）印鑑 

（４）費用 

自 転 車 １台につき ２，５００円 

原動機付自転車 

普通自動二輪車 

大型自動二輪車 

１台につき ４，０００円 

５ 返還できる日時等 

（１）返還日 

   月曜日から土曜日までの日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並

びに１月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日までの日を除く。） 

（２）返還時間 

   午前９時から午後６時まで 

（３）その他 

   （１）及び（２）にかかわらず、天災地変により返還できないときもある。 

６ 問い合わせ先 

  和歌山市 都市建設局 都市計画部 まちなみ景観課 電話 ４３５－１０８２ 

（令和６年５月８日掲示済）  
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和歌山市告示第２１０号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第９条の２第２項の規定に基づき、放

置禁止区域外に放置されていた自転車等を移動し、保管したので、同条例第１０条第１項の規定により告示する。 

令和６年５月８日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 放置されていた場所及び移動し、保管した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 

和歌山市内一円市道上及び無料駐輪場 令和６年４月１６日、同月１８日、同月２２日、

同月２４日、２６日及び同月３０日 

２ 移動し、保管した理由 

  和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例第９条の２第２項に該当したため 

３ 保管場所 

  名 称 紀和駅前自転車等保管所 

 所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電 話 ４２２－４１００ 

４ 返還を受けるために必要なもの 

（１）自転車等の鍵 

（２）住所及び氏名を確認できるもの 

（３）印鑑 

（４）費用 

自 転 車 １台につき ２，５００円 

原動機付自転車 

普通自動二輪車 

大型自動二輪車 

１台につき ４，０００円 

５ 返還できる日時等 

（１）返還日 

   月曜日から土曜日までの日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並

びに１月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日までの日を除く。） 

（２）返還時間 

   午前９時から午後６時まで 

（３）その他 

   （１）及び（２）にかかわらず、天災地変により返還できないときもある。 

６ 問い合わせ先 

和歌山市 都市建設局 都市計画部 まちなみ景観課 電話 ４３５－１０８２ 

（令和６年５月８日掲示済）  
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和歌山市告示第２１１号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第１０条第３項の規定に基づき、利用

者又は所有者から引取りのない自転車等を次のとおり処分するので、同条第４項の規定により告示する。 

令和６年５月８日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 処分理由 

  移動し、保管した旨を告示した日から起算して９０日を経過したが、引取りがないため 

２ 処分年月日 

  令和６年５月１０日 

３ 処分自転車等の放置されていた場所、移動し、保管した年月日及び移動し、保管した旨を告示した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 移動し、保管した旨を告示した年月日 

ＪＲ和歌山駅中央口周辺自

転車等放置禁止区域 

令和６年１月１９日、同月２４

日、同月２７日 

令和６年２月７日 

ＪＲ和歌山駅東口周辺自転

車等放置禁止区域 

令和６年１月２５日 令和６年２月７日 

和歌山市内一円市道上及び

無料駐輪場及び紀和駅前公

園及び太田第４公園及び東

公園 

令和６年１月１６日、同月１７

日、同月２５日、同月３０日及び

同月３１日 

令和６年２月７日 

４ 処分自転車等の保管場所 

  名 称 紀和駅前自転車等保管所 

  所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電 話 ４２２－４１００ 

（令和６年５月８日掲示済） 
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和歌山市告示第２１２号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定により、地縁による団体の告示

された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定により、次のとおり告示する。 

令和６年５月９日  

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 （登載省略） 

（令和６年５月９日掲示済）   
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和歌山市告示第２１３号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定により、地縁による団体の告示

された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定により、次のとおり告示する。 

令和６年５月９日  

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 （登載省略） 

（令和６年５月９日掲示済）   
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和歌山市告示第２１４号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定により、地縁による団体の告示

された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定により、次のとおり告示する。 

令和６年５月９日  

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 （登載省略） 

（令和６年５月９日掲示済）   
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和歌山市告示第２１５号     

 都市再生特別措置法（平成１４年法律第２２号）第１１８条第１項の規定により都市再生推進法人の指定をし

たので、同条第２項の規定により次のとおり告示する。     

     

     

  令和６年５月１４日     

                         和歌山市長  尾 花 正 啓     

   

     

１ 法人の名称     

  株式会社紀泉ふるさと創研     

     

２ 法人の住所     

  和歌山市十一番丁１０番地     

     

３ 法人の事務所の所在地     

  和歌山市十一番丁１０番地 

（令和６年５月１４日掲示済）   
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和歌山市告示第２１６号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定により、地縁による団体の告示

された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定により、次のとおり告示する。 

令和６年５月１５日  

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 （登載省略） 

（令和６年５月１５日掲示済）   
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和歌山市告示第２１７号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定により、地縁による団体の告示

された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定により、次のとおり告示する。 

令和６年５月１５日  

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 （登載省略） 

（令和６年５月１５日掲示済）   
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和歌山市告示第２１８号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定により、地縁による団体の告示

された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定により、次のとおり告示する。 

令和６年５月１５日  

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 （登載省略） 

（令和６年５月１５日掲示済）   
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和歌山市告示第２１９号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定により、地縁による団体の告示

された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定により、次のとおり告示する。 

令和６年５月１５日  

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 （登載省略） 

（令和６年５月１５日掲示済）   
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和歌山市告示第２２０号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定により、地縁による団体の告示

された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定により、次のとおり告示する。 

令和６年５月１５日  

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 （登載省略） 

（令和６年５月１５日掲示済）   
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和歌山市告示第２２１号 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項、第７８条の５第２項、第８２条第２項及び第１１５

条の５第２項の規定による事業を廃止する旨の届出があったので、同法第７８条、第７８条の１１、第８５条、

及び第１１５条の１０の規定により次のとおり告示する。 

令和６年５月１５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 
介護保険 

事業者番号 

事業者の名称 

又は氏名 
事業所の名称及び所在地 サービスの種類 廃止年月日 

３０７１８

００２８２ 

株式会社ＳＩＮ デイサービスセンター

ひなたぼっこ 

和歌山県岩出市西国分

３２ 

地域密着型通所

介護 

令和６年４月６日 

３０７０１

０６１３７ 

野上木工株式会社 ヤマヨ家具ランド貸与

事業所 

和歌山市毛見１４３７

番地 

福祉用具貸与 

介護予防福祉用

具貸与 

令和６年４月７日 

３０７０１

０６１３７ 

野上木工株式会社 ヤマヨ家具ランド貸与

事業所 

和歌山市毛見１４３７

番地 

特定福祉用具販

売 

特定介護予防福

祉用具販売 

令和６年４月７日 

３０７０１

０８２５７ 

株式会社ライフワン 介護用品ショップあす

も 

和歌山市鳴神２４８－

３０ 

福祉用具貸与 

介護予防福祉用

具貸与 

令和６年４月１０日 

３０７０１

０８２５７ 

株式会社ライフワン 介護用品ショップあす

も 

和歌山市鳴神２４８－

３０ 

特定福祉用具販

売 

特定介護予防福

祉用具販売 

令和６年４月１０日 

３０７０１

１１３６８ 

合同会社総合福祉高積 ケアプランセンター高

積 

和歌山市新庄５０１－

１０ 

居宅介護支援 

 

令和６年４月１５日 

３０７０１

０８８５１ 

株式会社関口建設 リモデルハウス 

和歌山市園部９５１－

２ 

特定福祉用具販

売 

特定介護予防福

祉用具販売 

令和６年４月１８日 

３０７０１

００８９０ 

有限会社ツダ医科器械

店 

有限会社ツダ医科器械

店 

和歌山市弁財天丁５７

番地 

特定福祉用具販

売 

特定介護予防福

祉用具販売 

令和６年４月３０日 

（令和６年５月１５日掲示済）  
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和歌山市告示第２２２号              

介護保険法（平成９年法律第１２３号）法第４１条第１項本文、法第５３条第１項本文及び法第５８条第１項

の規定による指定をしたので、同法第７８条、第１１５条の１０及び第１１５条の３０の規定により次のとおり

告示する。 

令和６年５月１５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 
介護保険 

事業者番号 

事業者又は開設者の 

名称又は氏名 

事業所の名称及び所在地 サービスの種類 指定年月日 

３０６０１

９１５３７ 

合同会社禅 訪問看護ステーション禅 

和歌山市善明寺２８１番

地１ 

訪問看護 

介護予防訪問

看護 

令和６年５月１日 

３０６０１

９１５４５ 

一般社団法人日本福祉事

業管理者協会 

アウル訪問看護ステーシ

ョン和歌山 

和歌山市伝法橋南ノ丁１

１番１ エステムコート

和歌山Ｃｉｔｙステーシ

ョンフロント６０４号 

訪問看護 

介護予防訪問

看護 

令和６年５月１日 

３０７０１

０８９０１ 

株式会社蕾 ケアプランセンターつぼ

み 

和歌山市大谷２４番地２ 

メゾンファミーユ１０２

号 

介護予防支援 令和６年５月１日 

３０７０１

１４８３４ 

ゆみおグッドライフサポ

ート株式会社 

ゆみお訪問介護ステーシ

ョン 

和歌山市源蔵馬場２丁目

４－８ 薮田マンション

３０１号室 

訪問介護 令和６年５月１日 

３０７０１

１４８４２ 

株式会社あかりホーム ＧＲＡＣＩＬ和歌山 

和歌山市太田２丁目７番

１ 

特定施設入居

者生活介護 

介護予防特定

施設入居者生

活介護 

令和６年５月１日 

（令和６年５月１５日掲示済）  
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和歌山市告示第２２３号              

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４５の３第１項の第１号事業に係る指定をしたので、和

歌山市介護予防・日常生活支援総合事業に係る第１号事業に関する規則（平成２８年規則第９４号）第１６条の

規定により次のとおり告示する。 

令和６年５月１５日 

                              和歌山市長  尾 花 正 啓 

介護保険事

業者番号 

事業者又は開設者

の名称又は氏名 
事業所の名称及び所在地 サービスの種類 指定年月日 

３０７０１

１４８３４ 

ゆみおグッドライ

フサポート株式会

社 

ゆみお訪問介護ステーション 

和歌山市源蔵馬場２丁目４－８ 

薮田マンション３０１号室 

予防給付型訪問

サービス 

生活支援型訪問

サービス 

令和６年５月１日 

３０７１８

００９２８ 

株式会社Ｏｈａｎ

Ａ 

訪問介護ＯｈａｎＡ 

和歌山県岩出市山５１－１１ 

予防給付型訪問

サービス 

生活支援型訪問

サービス 

令和６年５月１日 

（令和６年５月１５日掲示済）  
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和歌山市告示第２２４号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第６４条の規定

により指定自立支援医療機関の変更の届出があったので、同法第６９条第２号の規定により次のとおり告示する。 

 

令和６年５月１５日 

                               和歌山市長   尾 花 正 啓 

指定自立支援 

医療機関 

担当する医療

の種類 

（主として担当する医師）

変更前 

（主として担当する医師）

変更後 
変更年月日 

日本赤十字和歌山医療

センター 

（和歌山市小松原通４

丁目２０） 

腎臓、 
腎臓移植 

東 義人 杉谷 盛太 令和６年４月１日 

（令和６年５月１５日掲示済）  
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和歌山市告示第２２５号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第６４条の規定

により指定自立支援医療機関の変更の届出があったので、同法第６９条第２号の規定により次のとおり告示する。 

 

令和６年５月１５日 

                               和歌山市長   尾 花 正 啓 

指定自立支援 

医療機関の名称 

指定自立支援 

医療機関の所在地 

医療機関の名称 

変更前 

医療機関の名称 

変更後 
変更年月日 

おれんじ薬局 
和歌山市和歌川町９

－４ 
保険調剤薬局ヘルシー おれんじ薬局 令和６年１月１日 

（令和６年５月１５日掲示済）  
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和歌山市告示第２２６号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第６４条の規定

により指定自立支援医療機関の変更の届出があったので、同法第６９条第２号の規定により次のとおり告示する。 

 

令和６年５月１５日 

                               和歌山市長   尾 花 正 啓 

指定自立支援 

医療機関の名称 

指定自立支援 

医療機関の所在地 
変更前 変更後 変更年月日 

訪問看護あすなろ 

和歌山市駕町３５ エ
スポワール駕町４０６
号室 

和歌山市駕町３５
 石見マンション
４０６号室 

和歌山市駕町３５
 エスポワール駕
町４０６号室 

令和６年２月２２日 

（令和６年５月１５日掲示済）  

 



           和歌山市公報（第１７７５号）  令和６年（２０２４年）５月１５日 

 

－25－ 

次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定

に基づき公告する。 

 

令和６年５月８日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 

開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

 和歌山市梅原字三反田７４番、７５番、７６番 
和歌山市太田二丁目８番１１号  

株式会社幸福建設 代表取締役 𠮷田梨絵 

  

 和歌山市楠本字井戸３７７番１ 

 

 （登載省略） 

（令和６年５月８日掲示済）  
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  和歌山市和歌山大学前駅周辺土地区画整理事業の 

書類の送付に代えて掲示されている旨の公告 

 

土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第１０３条第１項の規定に基づく、

和歌山市和歌山大学前駅周辺土地区画整理組合が施行する和歌山市和歌山大学前駅周

辺土地区画整理事業に係る下記の者に対する換地処分の通知について、送付を受ける

べき者が受領を拒んだため、又は送付すべき場所を確知することができないので、同

法第１３３条第１項及び第２項において準用する同法第７７条第５項後段の規定によ

り、当該通知書の送付に代えて、下記のとおり通知の内容が掲示されている。 

 

令和６年５月１０日 

和歌山市長 尾 花 正 啓 

記  

 

１． 送付を受けるべき者の住所及び氏名  

 （登載省略） 

２． 掲示場所 

和歌山市中６３６番３ 

（和歌山市和歌山大学前駅周辺土地区画整理組合事務所） 

    

３． 掲示期間  

令和６年５月１０日から１０日間（５月２０日まで） 

 

（令和６年５月１０日掲示済）
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公  告 

 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４８条第１５項の規定に基づき公開による意見の聴取を行

いますので、利害関係者で意見のある方はお越しください。 

 

  令和６年５月１０日 

 

 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 

１ 意見の聴取の日時     令和６年５月２０日（月曜日） 

               午前１０時００分から午前１０時３０分まで 

 

２ 意見の聴取の場所     和歌山市西汀丁２９番 

和歌山市教育文化センター １階 中会議室 

 

 

 

３ 意見の聴取に付すべき事項  次の建築基準法第４８条第１０項ただし書の規定による建築許可 

 

 

用途 申請人 建築場所 
工事種別 

構造・規模 

工場（給食センター） 和歌山市七番丁２３番地 

 

和歌山市長 尾花 正啓 

和歌山市西浜１６６０番４

０１の一部 

新築 

鉄骨造 

地上２階 地下１階 

延べ面積 

４，１５７．５９㎡ 

（令和６年５月１０日掲示済）   
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 市 有 財 産 売 却 公 告 

市有財産（土地及び建物付土地）の売却について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項の規定により公告する。 

令和６年５月１４日 

                      和歌山市長  尾 花 正 啓 

１ 一般競争入札により売却する物件 

  以下の１７件の土地を個別に入札し、それぞれ売却する。 
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２ 一般競争入札の参加資格 

  入札参加資格者は、日本国内に住民登録をしている個人及び日本国内で法人登録している法人

とする。ただし、次の事項に該当する者は、入札に参加することができない｡ 

（１）地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による市町村民税（同法の規定による特別区

民税を含む。）及び同法の規定による固定資産税を滞納している者 

（２）地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の３第１項に規定する公有財産に関する

事務に従事する本市職員 

物件 

番号 
所 在  地 番 

地目及び

構造 
実測地積（㎡） 

最低入札予定 

価格（円） 

１ 
東田中字東国１７０番１ 

東田中字東国１７３番１ 

宅地 

宅地 

１１６．６５ 

１０７．３７ 
１，１９０，０００ 

２ つつじが丘三丁目９番１ 宅地 １８６．３５ ５，８１０，０００ 

３ つつじが丘三丁目９番３ 宅地 １９４．１３ ６，３７０，０００ 

４ つつじが丘三丁目９番５ 宅地 １８０．０３ ５，９００，０００ 

５ つつじが丘三丁目９番６ 宅地 １８０．２２ ５，６２０，０００ 

６ つつじが丘三丁目９番７ 宅地 １７８．５２ ４，８００，０００ 

７ つつじが丘三丁目２１番１１ 宅地 １８４．００ ５，８１０，０００ 

８ 
つつじが丘三丁目２９番５ 

つつじが丘三丁目２９番８ 

宅地 

宅地 

１７２．７８ 

１７３．１７ 
９，６９０，０００ 

９ 
つつじが丘三丁目２９番４ 

つつじが丘三丁目２９番９ 

宅地 

宅地 

１７２．３４ 

１７２．８３ 
９，６６０，０００ 

１０ つつじが丘三丁目２８番１１ 宅地 １８５．１４ ６，０００，０００ 

１１ つつじが丘三丁目２８番１５ 宅地 １８６．９８ ６，０６０，０００ 

１２ 松江東四丁目１１６５番７９ 宅地 １９３．５０ ４，８５０，０００ 

１３ 今福二丁目７番１４ 宅地 １４８．３５ ９，２００，０００ 

１４ 

今福二丁目７番２７ 

今福二丁目７番２８ 

今福二丁目６ 

宅地 

宅地 

木造スレ

ート瓦葺 

６６．１５ 

１６３．５９ 

１２３．２０ 

１４，９００，０００ 

１５ 
今福二丁目７番２９ 

今福二丁目６ 

宅地 

木造スレ

ート瓦葺 

１６５．２０ 

９７．２０ 
６，４４０，０００ 

１６ 
今福二丁目７番３０ 

今福二丁目６ 

宅地 

木造スレ

ート瓦葺 

１７０．２２ 

７６．４０ 
７，７５０，０００ 

１７ 
府中字鳥居山３２４番４６ 

府中字鳥居山３２４番４７ 

宅地 

宅地 

７８．４９ 

９２．５４ 
４，０５０，０００ 
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（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項に該当する者並びに同条第２項各号のいずれかに

該当する者で、その事実があった後２年を経過しないもの及びそのものを代理人、支配人そ

の他の使用人又は入札代理人として使用する者 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者

又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている

者 

（５）和歌山市が行う契約からの暴力団排除に関する合意書 ２に規定する排除措置の対象となる

法人等である者 

３ 一般競争入札参加案内を配布する場所及び期間 

（１）場所 和歌山市七番丁２３番地  和歌山市財政局財政部管財課 

      和歌山市ホームページ（http://city.wakayama.wakayama.jp/） 

（２）期間 令和６年５月１４日（火）から同年６月１３日（木）まで（土曜日、日曜日及び祝日

を除く。）の午前９時から午後５時まで 

４ 一般競争入札の参加申込み 

（１）場所 和歌山市七番丁２３番地  和歌山市財政局財政部管財課 

（２）期間 令和６年５月１４日（火）から同年６月１３日（木）まで（土曜日、日曜日及び祝日

を除く。）の午前９時から午後５時まで 

（３）方法 持参、郵便又は信書便（提出期間内に到着したものに限る。）によるものとし、電送

によるものは受け付けない。 

５ 契約条項を示す場所及び期間 

（１）場所 和歌山市七番丁２３番地  和歌山市財政局財政部管財課 

（２）期間 令和６年５月１４日（火）から同年６月１３日（木）まで（土曜日、日曜日及び祝日

を除く。）の午前９時から午後５時まで 

６ 現場説明の日時及び場所 

１に示した、その所在する現地で、次のとおり現場説明を行う｡ 

物件番号 日      時 場    所 

１ 令和６年７月４日（木）午前１０時００分 東田中字東国１７０番１ 

２ 令和６年７月３日（水）午後 １時００分 つつじが丘三丁目９番１ 

３ 令和６年７月３日（水）午後 １時１５分 つつじが丘三丁目９番３ 

４ 令和６年７月３日（水）午後 １時３０分 つつじが丘三丁目９番５ 

５ 令和６年７月３日（水）午後 １時４５分 つつじが丘三丁目９番６ 

６ 令和６年７月３日（水）午後 ２時００分 つつじが丘三丁目９番７ 

７ 令和６年７月３日（水）午後 ２時１５分 つつじが丘三丁目２１番１１ 

８ 令和６年７月３日（水）午後 ２時３０分 つつじが丘三丁目２９番５ 

９ 令和６年７月３日（水）午後 ２時４５分 つつじが丘三丁目２９番４ 

１０ 令和６年７月３日（水）午後 ３時００分 つつじが丘三丁目２８番１１ 

１１ 令和６年７月３日（水）午後 ３時１５分 つつじが丘三丁目２８番１５ 
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１２ 令和６年７月４日（木）午前１１時３０分 松江東四丁目１１６５番７９ 

１３ 令和６年７月４日（木）午後 １時３０分 今福二丁目７番１４ 

１４ 令和６年７月４日（木）午後 １時４５分 今福二丁目７番２７ 

１５ 令和６年７月４日（木）午後 ２時００分 今福二丁目７番２９ 

１６ 令和６年７月４日（木）午後 ２時１５分 今福二丁目７番３０ 

１７ 令和６年７月４日（木）午前１０時４５分 府中字鳥居山３２４番４６ 

７ 入札及び開札の日時及び場所 

物件番号 日      時 場    所 

１ 令和６年７月２４日（水）午前１０時００分 和歌山市役所 本庁舎５階入札室 

２ 令和６年７月２４日（水）午前１０時１５分 和歌山市役所 本庁舎５階入札室 

３ 令和６年７月２４日（水）午前１０時３０分 和歌山市役所 本庁舎５階入札室 

４ 令和６年７月２４日（水）午前１０時４５分 和歌山市役所 本庁舎５階入札室 

５ 令和６年７月２４日（水）午前１１時００分 和歌山市役所 本庁舎５階入札室 

６ 令和６年７月２４日（水）午前１１時１５分 和歌山市役所 本庁舎５階入札室 

７ 令和６年７月２４日（水）午前１１時３０分 和歌山市役所 本庁舎５階入札室 

８ 令和６年７月２４日（水）午後 １時１５分 和歌山市役所 本庁舎５階入札室 

９ 令和６年７月２４日（水）午後 １時３０分 和歌山市役所 本庁舎５階入札室 

１０ 令和６年７月２４日（水）午後 １時４５分 和歌山市役所 本庁舎５階入札室 

１１ 令和６年７月２４日（水）午後 ２時００分 和歌山市役所 本庁舎５階入札室 

１２ 令和６年７月２４日（水）午後 ２時１５分 和歌山市役所 本庁舎５階入札室 

１３ 令和６年７月２４日（水）午後 ２時３０分 和歌山市役所 本庁舎５階入札室 

１４ 令和６年７月２４日（水）午後 ２時４５分 和歌山市役所 本庁舎５階入札室 

１５ 令和６年７月２４日（水）午後 ３時００分 和歌山市役所 本庁舎５階入札室 

１６ 令和６年７月２４日（水）午後 ３時１５分 和歌山市役所 本庁舎５階入札室 

１７ 令和６年７月２４日（水）午後 ３時３０分 和歌山市役所 本庁舎５階入札室 

８ 入札の方法及び到着期限 

  郵便による入札とする。 

  令和６年７月２３日（火） 日本郵便株式会社 和歌山中央郵便局必着 

９ 入札の無効 

  本公告に示した競争入札の参加資格のない者及び競争入札の参加資格の確認について虚偽の申

請を行った者のした入札並びに一般競争入札参加案内に記載する無効な入札に該当する入札は、

無効とする。 

１０ 入札保証金 

（１）入札に参加しようとする者は、その者が希望する買受金額の１００分の５以上の額の入札保

証金を納付しなければならない｡ 
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（２）入札保証金は、現金で令和６年７月１６日（火）から同年７月１８日（木）までの午前９時

から午後３時までに入札場所において納付しなければならない。 

（３）落札者以外の入札保証金は、入札終了後３０日以内に口座振替により還付する｡ 

（４）落札者の入札保証金は、契約保証金又は売買代金の納付後還付する。ただし、落札者が正当

な理由なく契約を締結しない場合は、入札保証金は本市に帰属する。 

１１ 契約及び契約保証金 

落札者は、契約金額の１００分の１０以上の契約保証金を納付した上で、令和６年７月３１日

（水）までに契約を締結しなければならない。ただし、売買契約締結期限延長に関する申請を行

った者で、売買契約締結期限延長決定通知書の交付を受けたものは、決定を受けた期限までに、

売買代金の１００分の１０以上の契約保証金を納付した上で、売買契約を締結しなければならな

い｡ 

１２ 売買代金の納付 

契約を締結した者は、当該契約に係る売買代金を契約締結の日から２０日以内に一括で納付し

なければならない。 

１３ 落札者の決定方法 

（１）落札者は、最低入札予定価格以上の額で最高の価格をもって有効な入札を行った者とする。 

（２）最高の価格の入札者が２人以上あるときは、くじによる落札者の決定を行う。 

（３）開札の結果、最高入札価格が最低入札予定価格に達しないときは、入札はなかったものとす

る｡ 

１４ その他 

（１）入札に関する事務を担当する部局 

和歌山市七番丁２３番地 

和歌山市財政局財政部管財課財産管理活用班  

電話 ０７３－４３５－１０３２（直通） 

（２）物件及び契約に関する事務を担当する部局 

物件番号１       和歌山市都市建設局建設総務部用地課 

電話 ０７３－４３５－１０８６（直通） 

物件番号２～１１    和歌山市財政局財政部管財課財産管理活用班  

電話 ０７３－４３５－１０３２（直通） 

物件番号１２      和歌山市都市建設局都市計画部まちなみ景観課区画整理班 

電話 ０７３－４３５－１０８２（直通） 

物件番号１３～１７   和歌山市都市建設局建築住宅部住宅第１課用地対策班 

電話 ０７３－４３５－１０９８（直通） 

（３）契約書作成の要否 

必要である。 

（４）議会の議決 

不要である。 

（令和６年５月１４日掲示済）   
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和歌山市選挙管理委員会告示第１０号 

 和歌山市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

  令和６年５月９日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長 宮 原 秀 明 

１ 日時 令和６年５月１６日（木）午前１０時００分 

２ 場所 和歌山市西汀丁３６番地 

和歌山商工会議所１階選挙管理委員会室 

３ 案件 

（１） 選挙人名簿から抹消するについて  

                            （令和６年５月９日掲示済） 
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和歌山市教育委員会告示第７号 

 和歌山市教育委員会定例会を次のとおり開催することとし、招集したので告示する。 

令和６年５月９日 

                                和歌山市教育委員会      

                                教育長  阿 形 博 司    

１ 日時 令和６年５月１４日（火） 午後１時３０分から 

２ 場所 和歌山市七番丁２３番地 

     和歌山市役所１１階 教育委員室 

３ 事案 

（１）和歌山市いじめ・不登校問題に関する検討委員会委員の任命について 

（２）令和５年度和歌山市立和歌山高等学校卒業者進路状況について 

（３）和歌山市コミュニティセンター条例の一部改正について 

（４）和歌山市民図書館運営審議会委員の任命について 

（５）和歌山市立小学校、中学校及び義務教育学校通学区域並びに学校指定に関する規則の一部改正につ

いて 

（６）学校運営協議会委員の任命について 

（７）令和６年度和歌山市教育委員会客員指導主事の委嘱について 

（８）令和７年度に和歌山市立中学校及び義務教育学校後期課程で使用する教科用図書の採択に係る調査

員の任命等について 

（９）令和７年度に和歌山市立和歌山高等学校で使用する教科用図書の採択に係る選定委員の委嘱及び任

命等について 

（１０）その他 

（令和６年５月９日掲示済）  
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和歌山市農業委員会総会を次のとおり招集する。 

  令和６年５月８日 

和歌山市農業委員会      

会長  谷 河  績    

１ 開催日時 

  令和６年５月１３日 １３時００分 

２ 開催場所 

  和歌山市農業委員会事務局 会議室 

３ 審議案件 

（１） 市民農園の開設の認定について 

（２） 和歌山市遊休農地解消対策事業に伴う遊休農地の証明願について 

（３） 農地法第２条の農地でない旨の証明願について 

（４） 農地法第３条の規定による許可申請について 

（５） 農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見について 

（６） 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見について 

（７） 農用地利用集積計画について 

（８） 非農地通知について 

（令和６年５月８日掲示済）  



           和歌山市公報（第１７７５号）  令和６年（２０２４年）５月１５日 

 

－36－ 

 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律（令和４年法律第５６号）附則第５条第１項

の規定に基づき、同法による改正前の農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号。以下

「旧法」という。）第１８条第１項の農用地利用集積計画を定めたので、旧法第１９条の規定に

より公告する。 

 なお、当該農用地利用集積計画を和歌山市農業委員会事務局において縦覧に供する。 

  令和６年５月１３日 

和歌山市農業委員会      

会長  谷 河 績    

（令和６年５月１３日掲示済）
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和歌山市水道事業給水条例施行規程の一部を改正する規程を公布する。 

  令和６年５月１５日 

和歌山市公営企業管理者  瀬 崎 典 男 

和歌山市企業局規程第６号 

   和歌山市水道事業給水条例施行規程の一部を改正する規程 

 和歌山市水道事業給水条例施行規程（平成１０年水道局規程第２号）の一部を次のように改正する。 

別記様式第１６号を次のように改める。 
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 附 則 

 この規程は、令和６年６月１日から施行する。 

（令和６年５月１５日掲示済）  
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和歌山市企業局告示第１７号 

水道法（昭和３２年法律第１７７号）第１６条の２第１項の規定により和歌山市企業局指定給水装置工事

事業者として指定を受けた者を、和歌山市水道事業給水条例施行規程（平成１０年水道局規程第２号）第２７

条第１号の規定により告示する。 

令和６年５月１３日 

和歌山市公営企業管理者  瀬 崎 典 男    

事業者 事業所の名称 事業所の所在地 指定年月日 登録番号 

和歌山市鳴神９１５番地１６ 

湯川設備 

代表者 湯川 浩充 

湯川設備 和歌山市鳴神９１５

番地１６ 

令和６年４月１６

日 

第６４４

号 

和歌山市榎原２２８番地５ 

株式会社田代設備工業 

代表取締役 田代 紘規 

株式会社田代

設備工業 

和歌山市榎原２２８

番地５ 

 

令和６年４月１８

日 

第６４５

号 

（令和６年５月１３日掲示済）  



           和歌山市公報（第１７７５号）  令和６年（２０２４年）５月１５日 

 

－41－ 

和歌山市企業局告示第１８号 

水道法（昭和３２年法律第１７７号）第２５条の７の規定により和歌山市企業局指定給水装置工事事業者

から事業の廃止の届出があったので、和歌山市水道事業給水条例施行規程（平成１０年水道局規程第２号）第

２７条第３号の規定により告示する。 

令和６年５月１３日 

和歌山市公営企業管理者  瀬 崎 典 男    

事業者 事業所の名称 事業所の所在地 廃止届出年月日 登録番号 

和歌山市次郎丸１３４番

地８ 

株式会社和歌浦設備 

代表取締役 山本隆晋 

株式会社和歌

浦設備 

 

和歌山市次郎丸１

３４番地８ 

令和６年４月４日 第１３７号 

和歌山市榎原２２８番地

５ 

田代設備工業 

代表者 田代 紘規 

田代設備工業 和歌山市榎原２２

８番地５ 

 

令和６年４月１８日 第５８１号 

（令和６年５月１３日掲示済）  

 


